
 

健 康 福 祉 局 職 員 提 案 審 査 委 員 会 設 置 要 綱  

 

 （ 設 置 ）  

第 １ 条  川 崎 市 職 員 提 案 審 査 委 員 会 設 置 要 綱 （ １ ２ 川 総 行 推 第 １ ２ １ 号 ） 第

４ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 健 康 福 祉 局 職 員 提 案 審 査 委 員 会 （ 以 下 「 局 委 員 会 」

と い う 。） を 設 置 す る 。  

 （ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  局 委 員 会 は 、 健 康 福 祉 局 に 係 る 提 案 に つ い て 審 査 す る 。  

 （ 組 織 ）  

第 ３ 条  局 委 員 会 は 、 委 員 長 、 委 員 を も っ て 組 織 し 、 別 表 に 掲 げ る 職 の 者 を

も っ て 充 て る 。  

 （ 局 委 員 会 ）  

第 ４ 条  局 委 員 会 は 、 必 要 に 応 じ て 委 員 長 が 召 集 す る 。  

２  委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 局 委 員 会 を 代 表 す る 。  

３  委 員 長 に 事 故 が あ る と き は 、 委 員 長 が あ ら か じ め 指 名 し た 委 員 が そ の 職

務 を 代 理 す る 。  

４  局 委 員 会 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 開 く こ と が で き な い 。  

５  局 委 員 会 に お い て 審 議 の た め 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 関 係 者 の 出 席

を 求 め 、 そ の 意 見 又 は 説 明 を 聴 く こ と が で き る 。  

 （ 審 査 の 方 法 ）  

第 ５ 条  局 委 員 会 は 、 川 崎 市 職 員 提 案 審 査 委 員 会 か ら 送 付 さ れ る 提 案 票 及 び

提 案 審 査 票 に 基 づ き 、 提 案 さ れ た 内 容 の 実 施 の 可 否 に つ い て 審 査 を 行 う 。  

２  局 委 員 会 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 審 査 し た 結 果 を 様 式 １ （ 提 案 審 査 結 果 票

） に ま と め て 、 川 崎 市 職 員 提 案 審 査 委 員 会 に 提 出 す る も の と す る 。  

 （ 庶 務 ）  

第 ６ 条  局 委 員 会 の 庶 務 は 、 健 康 福 祉 局 総 務 部 庶 務 課 に お い て 処 理 す る 。  

 （ 委 任 ）  

第 ７ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 局 委 員 会 の 運 営 に つ い て 必 要 な 事 項

は 、 委 員 長 が 局 委 員 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

 

附  則 （ ２ １ 川 健 庶 第 ６ ３ １ 号 ・ 局 長 専 決 ）  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ １ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 



 

別 表 （ 第 ３ 条 関 係 ）  

 

   名  称    補 職 名  

   委 員 長  健 康 福 祉 局 長  

医 務 監  

理 事 ・ 看 護 短 期 大 学 事 務 局 長  

総 務 部 長  

長 寿 社 会 部 長  

保 健 医 療 部 長  

健 康 安 全 室 長  

地 域 福 祉 部 長  

障 害 保 健 福 祉 部 長  

総 務 部 庶 務 課 長  

   委  員  

総 務 部 企 画 課 長  

 

 

 

 


